
 

前回（４月８日）以降の原子力規制庁の動き 

 

令 和 ８ 年 ５ 月 １ ３ 日 

柏崎刈羽原子力規制事務所 

 

 

原子力規制委員会（凡例：議題番号→①、原子力施設等におけるトピックス→○ト） 

4/15 第4回原子力規制委員会（定例会） 

   ②地震調査研究推進本部地震調査委員会の海域活断層の長期評価による東京電力 

ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉への影響確認に 

関する聴取結果 

 

審査実績 

【６号機 特定重大事故等対処施設に関するもの】 

審査会合：なし 

ヒアリング：4/7､4/15､4/16､4/27､4/28 

資料提出：なし 

【６号機 長期施設管理計画の認可に関するもの】 

審査会合：なし 

ヒアリング：4/9､4/16､4/20､4/23 

資料提出：なし 

【７号機 特定重大事故等対処施設に関するもの】 

審査会合：なし 

ヒアリング：4/7､4/15､4/16､4/23､4/27､4/28 

資料提出：なし 

【７号機 設計及び工事の計画の認可に関するもの】 

審査会合：なし 

ヒアリング：4/9､4/15､4/22 

資料提出：なし 

【保安規定の変更認可に関するもの】 

  審査会合：4/21 

 ヒアリング：なし 

  資料提出：なし 

 

規制法令及び通達に係る文書 

4/16  東京電力ホールディングス(株)に柏崎刈羽原子力発電所第6号機に係る使用前確認証及び 

使用前検査合格証を交付 

4/16 東京電力ホールディングス(株)に柏崎刈羽原子力発電所第7号機に係る一部使用承認書を 

交付 

4/22 東京電力ホールディングス(株)から柏崎刈羽原子力発電所第6号機の定期事業者検査 

報告書(定期事業者検査終了時)を受理 

4/24 報告書案の公表 令和7年度第4四半期原子力規制検査報告書(案) 

4/27 東京電力ホールディングス(株)に柏崎刈羽原子力発電所に係る追加検査の検査計画を通知 

 

被規制者との面談 

4/7  実用発電用原子炉の長期施設管理計画等に係る審査会合への対応について(柏崎刈羽 

原子力発電所6号炉) 

4/8  柏崎刈羽原子力発電所の原子炉設置変更許可申請予定に関する面談 
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4/17 原子力エネルギー協議会等との面談 

4/21 新規制基準適合性審査(関西電力(株)美浜発電所、高浜発電所及び大飯発電所並びに 

東京電力ホールディングス(株)柏崎刈羽原子力発電所の保安規定変更認可申請(重大事故 

等対処設備及び特定重大事故等対処施設を構成する設備の運転上の制限に係る記載の 

一部見直し)に関する審査会合への対応について 

 

その他 

なし 

 

放射線モニタリング情報 

放射線モニタリング情報を以下のポータルサイトで公開 

・全国のモニタリングポスト等の測定値をリアルタイムで配信するとともに、原子力災害の 

発生時には緊急時モニタリングの結果も公開：https://www.erms.nsr.go.jp/nra-ramis-webg/ 

・東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故以降の環境放射線モニタリング結果を公開 

：https://radioactivity.nra.go.jp/ja 

・47都道府県における環境放射能調査等の結果を公開するとともに、放射能と放射線に関する 

基礎知識などの情報も掲載：https://www.envraddb.go.jp/ 

以 上 
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地震調査研究推進本部地震調査委員会の海域活断層の長期評価による 

東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所６号炉及び７号炉 

への影響確認に関する聴取結果 

 
令和８年４月１５日 

原 子 力 規 制 庁 

 
１．趣旨 

本議題は、地震調査研究推進本部地震調査委員会（以下「地震本部」という。）

の海域活断層の長期評価による東京電力ホールディングス株式会社（以下「東

京電力」という。）柏崎刈羽原子力発電所６号炉及び７号炉への影響確認に関す

る聴取結果を報告するものである。 

 
２．経緯 

（１）地震本部から、令和６年８月２日に「日本海側の海域活断層の長期評価

－兵庫県北方沖～新潟県上越地方沖－（令和６年８月版）」（以下「地震

本部（2024）」という。）が公表され、その後、評価対象海域から上越地

方沖を除くなどの変更1がなされて、令和７年６月２７日に「日本海中南

部の海域活断層の長期評価（第一版）－近畿地域・北陸地域北方沖－」（以

下「地震本部（2025）」という。）が公表された。 

（２）このため、「日本海側の海域活断層の長期評価（令和６年８月版）への対

応の現状聴取に係る会合2」において、東京電力が行った、地震本部（2024）

及び地震本部（2025）による既許可申請3の基準地震動及び基準津波への

影響確認の結果について聴取した。 

 
３．東京電力が行った影響確認 

東京電力は、地震本部（2024）及び地震本部（2025）による既許可申請の基

準地震動及び基準津波への影響について、以下のとおり確認したとしている。 

 
（１）基準地震動及び基準津波への影響確認の方針 

地震本部（2024）及び地震本部（2025）で示された断層を対象に、既許可申

請の敷地周辺海域の活断層との比較検討をした上で、影響確認を行う断層を抽

 
1 地質構造の特徴の違い等の理由から、地震本部（2024）で公表した上越沖断層帯、名立沖

断層及び上越海丘東縁断層が含まれる上越地方沖を除いた海域を評価対象とした上で、地

震本部（2024）までに認定した活断層（帯）に富山トラフ横断断層を加えるなどの変更。 
2 第１回（令和６年１２月２３日）、第２回（令和７年６月６日）、第３回（令和７年１２月
１９日）及び第４回（令和８年３月２３日） 

3 平成２９年１２月２７日付けで原子炉設置変更を許可 

資料２ 
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出し、既許可申請の基準地震動及び基準津波への影響確認を行う。（（２）①） 

また、令和６年能登半島地震の知見を踏まえて、複数の断層の連動について

も考慮し、既許可申請の基準地震動及び基準津波への影響確認を行う。（（２）

②） 

 
（２）基準地震動及び基準津波への影響確認 

東京電力は、（１）の方針に基づき、以下のとおり確認した結果、既許可申請

の基準地震動及び基準津波への影響はないとしている。 

 

①地震本部（2024）及び地震本部（2025）による基準地震動及び基準津波へ

の影響 

地震本部（2024）及び地震本部（2025）で示された断層の位置及び長さを踏

まえ、影響確認を行う断層として、地震本部（2024）で示された能登半島北岸

断層帯、飯田海脚南縁断層、富山トラフ西縁断層、名立沖断層、上越海丘東縁

断層及び伏在部分並びに地震本部（2025）で示された富山トラフ横断断層（以

下単に「７断層」という。）を抽出し、以下のとおり、既許可申請の基準地震

動及び基準津波への影響確認を行った。（別添１ P.7） 

 

a. 基準地震動への影響 

抽出した７断層による地震については、Noda et al.（2002）による応答

スペクトルが、既許可申請の海域の検討用地震（F-B 断層による地震）の応

答スペクトルを全周期帯において下回り、海域の検討用地震に変更がないこ

とから、既許可申請の基準地震動に影響はない。（別添１ P.8） 

この影響確認に当たっては、地震本部（2025）を踏まえて、富山トラフ周

辺の断層（富山トラフ西縁断層及び富山トラフ横断断層）の地震発生層の下

端深さを設定した（以下、「①b.」、「②a.」及び「②b.」においても同じ。）。 

 

b. 基準津波への影響 

抽出した７断層による地震に伴う津波については、それぞれの評価位置に

おける津波の水位変動量が、既許可申請の敷地周辺海域の活断層による地震

に伴う津波の最大ケース（水位上昇側：５断層連動モデル4、水位下降側：

長岡十日町連動モデル5）の水位変動量を下回り、敷地周辺海域の活断層に

よる地震に伴う津波の最大ケースに変更がないことから、既許可申請の基準

津波に影響はない。（別添１ P.9-10） 

 

 
4 佐渡島南方断層、F-D 断層、高田沖断層、親不知海脚西縁断層及び魚津断層帯の連動（別

添 1 P.9）。 
5 長岡平野西縁断層帯、山本山断層及び十日町断層帯西部の連動（別添１ P.9）。 
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②令和６年能登半島地震の知見を踏まえた基準地震動及び基準津波への影響 

地震本部（2024）において、令和６年能登半島地震の震源断層が門前断層帯

～能登半島北岸断層帯～富山トラフ西縁断層にまたがる範囲（150km 程度）の

主として南東傾斜の逆断層であると指摘されていることなどから、富山トラフ

西縁断層、能登半島北岸断層帯及び門前断層帯の連動（以下「富山トラフ西縁

断層連動」という。）を考慮し、既許可申請の基準地震動及び基準津波への影

響確認を行った。（別添１ P.11） 

また、地震本部（2025）において、富山トラフ横断断層は富山トラフ西縁断

層から枝分かれするように東北東に延びるとされていることなどから、富山ト

ラフ横断断層、富山トラフ西縁断層の南部、能登半島北岸断層帯及び門前断層

帯の連動（以下「富山トラフ横断断層連動」という。）も考慮し、既許可申請

の基準地震動及び基準津波への影響確認を行った。（別添１ P.12） 

 

a. 基準地震動への影響 

「富山トラフ西縁断層連動」及び「富山トラフ横断断層連動」による地震

については、Noda et al.（2002）による応答スペクトルが、既許可申請の

海域の検討用地震（F-B 断層による地震）の応答スペクトルを全周期帯にお

いて下回り、海域の検討用地震に変更がないことから、既許可申請の基準地

震動に影響はない。（別添１ P.13） 

 

b. 基準津波への影響 

「富山トラフ西縁断層連動」及び「富山トラフ横断断層連動」による地震

に伴う津波については、以下のことを踏まえて評価した。 

 

ア．地震に伴う津波の波源モデルの設定に当たっては、地質・地質構造、

断層の活動履歴、破壊領域、破壊過程等の令和６年能登半島地震の震

源断層に関する知見を踏まえると、「富山トラフ西縁断層連動」につ

いては、「富山トラフ西縁断層」（61km）と「能登半島北岸断層帯及び

門前断層帯」（132km）のそれぞれに、また、「富山トラフ横断断層連

動」については、「富山トラフ横断断層及び富山トラフ西縁断層の南

部」（51km）と「能登半島北岸断層帯及び門前断層帯」（132km）のそ

れぞれにスケーリング則を適用して波源モデルを設定できること。

（別添１ P.14） 

スケーリング則の適用に当たっては、令和６年能登半島地震の震源断

層として全長約 150km の波源モデルを仮定し、令和６年能登半島地震

で推定されている震源断層の地震規模及びすべり量並びに津波の観

測値及び痕跡調査データとの比較検討を行うことにより、その適用性

を確認できたこと。 

 

- 3 - 5

ITO023_g6
長方形



 

 

イ．「富山トラフ西縁断層連動」による地震に伴う津波のそれぞれの評価

位置における水位変動量が、「富山トラフ横断断層連動」による地震

に伴う津波の水位変動量を上回ること。（別添１ P.15-16） 

「富山トラフ西縁断層連動」による地震に伴う津波と海底地すべりに

よる津波との組合せ評価に当たっては、既許可申請の海底地すべり

LS-1～LS-3 に加え、富山トラフ西縁断層の付近に分布する海底地すべ

り LS-6 についても評価対象とすること。（別添１ P.17） 

ウ．「富山トラフ西縁断層連動」による地震に伴う津波と海底地すべり LS-6

による津波とを組み合わせた津波については、荒浜側防潮堤前面にお

ける最高水位が既許可申請の基準津波３の最高水位と同等であるが、

最高水位分布図及び評価位置での時刻歴波形に、基準津波３と比べて

特異な特徴がないことを確認できたこと。（別添１ P.20） 

 
評価の結果、「富山トラフ西縁断層連動」による地震に伴う津波と海底地

すべりによる津波とを組み合わせた津波のそれぞれの評価位置における最

高水位及び最低水位が、既許可申請の基準津波の最高水位を下回ること及び

最低水位を上回ることから、既許可申請の基準津波に影響はない。（別添１ 

P.18-21） 
 
４．原子力規制庁の確認結果 

原子力規制庁は、東京電力が行った、地震本部（2024）及び地震本部（2025）

による既許可申請の基準地震動及び基準津波への影響確認については、影響確

認を行う断層が適切に抽出されていること、また、最新の科学的・技術的知見

を踏まえて、複数の断層の連動についても考慮し、地震動評価及び津波評価が

適切に行われていることを確認した。その上で、以下のことから、既許可申請

の基準地震動及び基準津波に影響はないことを確認した。 

 

（１）地震本部（2024）及び地震本部（2025）を踏まえて抽出した７断層によ

る地震については、Noda et al.（2002）による応答スペクトルが、既許

可申請の海域の検討用地震（F-B 断層による地震）の応答スペクトルを全

周期帯において下回ることから、海域の検討用地震に変更がないこと。 

（２）地震本部（2024）及び地震本部（2025）を踏まえて抽出した７断層によ

る地震に伴う津波については、それぞれの評価位置における津波の水位

変動量が、既許可申請の敷地周辺海域の活断層による地震に伴う津波の

最大ケースの水位変動量を下回ることから、敷地周辺海域の活断層によ

る地震に伴う津波の最大ケースに変更がないこと。 

（３）令和６年能登半島地震の知見を踏まえて考慮した「富山トラフ西縁断層

連動」及び「富山トラフ横断断層連動」による地震については、Noda et 

al.（2002）による応答スペクトルが、既許可申請の海域の検討用地震（F-B
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断層による地震）の応答スペクトルを全周期帯において下回ることから、

海域の検討用地震に変更がないこと。 

（４）令和６年能登半島地震の知見を踏まえて考慮した「富山トラフ西縁断層

連動」及び「富山トラフ横断断層連動」による地震に伴う津波について

は、水位変動量がより大きい「富山トラフ西縁断層連動」による地震に

伴う津波と海底地すべりによる津波とを組み合わせた津波のそれぞれの

評価位置における最高水位及び最低水位が、既許可申請の基準津波の最

高水位を下回ること及び最低水位を上回ること。 
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原規放発第 2604272 号   

令和８年４月 27 日   

 

東京電力ホールディングス株式会社 

代表執行役社長 小早川 智明 殿 

 

 

原子力規制庁放射線防護グループ 

安全規制管理官(核セキュリティ担当) 

                     吉川 元浩(公印省略) 

 

 

 

原子力規制検査に係る検査計画について(通知) 

 

 

原規放発第 2603043 号にて東京電力ホールディングス株式会社に通知した対

応区分の変更を受けて実施する追加検査の計画を通知します。 

なお、この検査計画は現時点におけるものであり、今後の検査の状況によって

は、対象及び内容等を追加する場合があります。 

 

記 

 

１．対象及び内容 

「本社及び柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護秘密の不適切な取扱い

に関わる改善措置報告書の提出について」(令和８年４月６日付け原管発官Ｒ８

第８号)に係る以下の項目 

 ⑴ パフォーマンス上の問題に係る事実関係が詳細に把握されているか。 

 ⑵ 体系的な手法を用いて原因分析が実施され、パフォーマンス上の問題の

直接原因、根本原因及び背景要因（核セキュリティ文化上の課題を含む。）

が特定されているか。 

 ⑶ 特定されたパフォーマンス上の問題の各原因に対して改善措置活動（有

効性評価を含む。）が計画され、又は、実施されているか。 

 

２．検査開始日 

令和８年４月 27 日 

 

以上 
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１．件名：原子力エネルギー協議会等との面談 

 

２．日時：令和８年４月１７日（金） １０時３０分～１１時５５分 

 

３．場所：原子力規制庁 ２階大会議室（オンライン含む） 

 

４．出席者 

原子力規制庁原子力規制部 検査グループ 

検査監督総括課 

竹内課長、平野課長補佐、大森課長補佐、田澤係長 

実用炉監視部門 

志間管理官、水野企画調査官、平川管理官補佐、小野上席監視指導官 

核燃料施設等監視部門 

金子統括管理指導官、杉立管理官補佐 

専門検査部門 

髙須管理官、上田首席原子力専門検査官、中田企画調査官 

 

原子力エネルギー協議会 理事 他２名 

北海道電力株式会社 

 原子力安全・品質保証室 副長 他２名 

東京電力ホールディングス株式会社 

 原子力運営管理部 保安管理グループ グループマネージャー 他２名 

中国電力株式会社 

 電源事業本部 原子力設備グループ 副長 他２名 

九州電力株式会社 

 原子力発電本部 原子力設備グループ 副長 他１名 

日本原子力発電株式会社 

 敦賀発電所 品質保証室 検査グループ マネージャー 他１名 

 

５．要旨 

○原子力エネルギー協議会（以下「ATENA」という。）より、第19回検査制度に関する意

見交換会合（令和８年３月30日）において説明した新検査制度に関する5年目の振返り

（資料１－２）の内、課題に挙げているコメントや原子力規制庁への要望事項等につい

て、より詳細な説明があった。 

○原子力規制庁から、それぞれのコメントに係る論点・課題等について確認のための質問

を行うとともに、検査制度の継続的な改善のため、引き続きコミュニケーションを取っ

ていきたい旨を伝えた。 

○ATENAより、了解した旨回答があった。 
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６．配付資料 

資料１－１：原子力規制検査制度の鍵となる要素に係るグループディスカッション実

施状況について（中間報告）（第19回検査制度に関する意見交換会合資

料１－１） 

資料１－２：新検査制度に関する5年目の振返り（第19回検査制度に関する意見交換

会合資料１－２） 

 

以上 
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原子力規制検査制度の鍵となる要素に係る 

グループディスカッション実施状況について（中間報告） 

 

令和８年３月 30 日 

検査監督総括課 

 

1. 要旨 

令和７年９月３日の第 28 回原子力規制委員会において報告した「原子力

規制検査制度の鍵となる要素に係る取組状況の検証の進め方」に基づき、原

子力規制検査制度の導入時に目指した姿と現在の原子力規制庁職員間の認

識に差異があるかについて、原子力検査官をはじめとした検査グループ所属

職員全体で議論を行い「制度の鍵となる要素に関する課題」を抽出すること

とした。 

具体的な作業として、原子力規制検査施行時から毎年実施してきた検査官

アンケートから得られた情報について、別表 1の制度の鍵となる７つの要素

（制度導入時に目指した姿）の区分に基づき分析・分類分けを行った。その

中で特に問題意識が高い「(1)リスク情報を活用した検査（リスクインフォ

ームド検査）」、「(2)安全確保の実績に着眼した検査（パフォーマンスベース

ト検査）」及び 「(3)統一のとれた安全重要度評価の実施」について、導入時

に目指した姿と現在の職員間の認識に差異があるものと推定した。 

第一段階グループディスカッションにおいては、上記３つの制度の鍵とな

る要素について別表２の検査実施単位で議論を行い、代表者が取りまとめを

行った。第二段階グループディスカッションでは、取りまとめた結果をもと

に各代表者間で議論を実施した。  

本資料は、第二グループディスカッションの結果について中間報告するも

のである。 

 

2. 結果 

 以下は、第二グループディスカッションでの議論した内容を取りまとめ

たものである。 

(1) リスク情報を活用した検査（リスクインフォームド検査） 

 「リスク情報」の定義と認識のズレ 

リスク情報＝確率論的リスク評価(PRA）の数値と捉える検査官

と、不適合情報、状態報告書(CR)、重要度分類指針等の定性的情

報を含むと捉える検査官がおり、それぞれの認識差が大きい。 

 長期停止炉、廃止措置炉、核燃料施設等への確率論的リスクの適
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用困難性 

長期停止炉、廃止措置炉、核燃料施設等は、現在の PRA 評価手法

が直接適用できないことから、定量的なリスク評価が困難であ

る。原子力規制検査制度は、実用発電用原子炉を対象としてい

る、米国 NRC の ROP を参考に整備された経緯があり、ROP の対象と

していない施設に対して直接的な適用が難しい。 

 施設のリスクと検査リソースの齟齬 

低リスク施設に割り当てられている検査サンプル数が適切ではな

く、「ガイドに規定されているサンプル数を消化するための検査」

になっているとの指摘が多数あった。また、検査官リソースの減

少に対し、例えば、低リスク施設のサンプル数が適当に設定され

ていないとの意見があった。加えて、実用炉においても、原子炉

施設の運転状況とサンプル数が整合していないとの意見もあっ

た。 

 

(2) 安全確保の実績に着眼した検査（パフォーマンスベースト検査） 

 「結果オーライ」への懸念 

検査官が、パフォーマンスベーストの考え方を過度に適用し、事

業者の活動にルール違反があったとしても、結果として安全性に

影響が生じなければルール違反は不問として良いとする風潮が感

じられる。 

 パフォーマンスとコンプライアンスのバランス 

検査気づき事項を評価する際、原子力施設の安全に対する影響に

応じた評価をすることが重要である一方で、法令やルールを遵守

するコンプライアンスの側面も重要であるという意見があった。

例えば、単純な誤記等に係るルール違反を誇大に取り扱う必要は

ないものの、評価にあたってはパフォーマンスとコンプライアン

ス両方のバランスを保つことが重要であると感じる。 

 検査官の力量依存 

安全確保の実績に着眼した検査（パフォーマンスベースト検査）

を実施するためには、現場の活動から潜在的な問題を見抜く高度

な専門性が必要であり、検査官個人の力量に大きく依存する。 

 「検査官の能力維持及び向上：新検査制度で目指すリスクイン

フォームド、パフォーマンスベースト検査を行うためには、原

子力施設に関する高度な知識・力量を求められるため、検査官

の能力向上を図る。」という要素に関連 
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(3) 統一のとれた安全重要度評価の実施 

 検査官と管理層のコミュニケーション 

原子力規制検査制度を導入して間もない頃は、本庁管理層と現場

で検査を担当する検査官の間に認識の乖離が存在しており、特に

軽微か緑かの判断に関する差異が大きかった。一方で、制度導入

から５年以上経過した現在は、判断の事例が増えたことや、本庁

管理層から現場の状況を詳細に伺う等の取り組みがなされ、対話

を通して認識差が改善されてきている。 

 強い法令遵守の価値観に基づく重要度評価への影響 

安全上の重要度を評価する際、リスク評価上は安全への影響が軽

微だとしても、法令又はルール違反の深刻度を過度に考慮して、

安全上の重要度の判断が変更されたのではないか、と感じる事例

がある。また、重要度「緑」は、「安全確保の機能又は性能への影

響があるが、限定的かつ極めて小さなものであり、事業者の改善

活動により改善が見込める水準」と定義されているのに対して、

報道等を含め外部からの評価に温度差を感じる事例がある。 

 軽微・指摘事項の判定基準のあいまいさ 

「監視領域(小分類)の目的に影響を与えた」という記載が具体的

にどのレベルから影響を与えたとするのか判断に迷う。また、検

査官による判断の差も大きいと感じる。 

 

(4) その他の共通意見に係るグループディスカッションにおける議論 

以下は、原子力規制検査の鍵となる７つ要素のうち、事前アンケート

実施時においては、意見が少なかったものであるが、グループディス

カッションにおいて言及の多かったものである。 

 原子力規制検査に対する満足感 

原子力規制検査を導入して５年が経過したが、この検査制度を導

入して結果的に良かったと感じる。原子力安全を重視した本質的

な検査が行えるようになった。また検査官が自らの裁量によって

自由に現場を確認できるという点は大きなメリットだと感じる。

さらに、検査官も原子力安全にどのような潜在的な影響があるか

よく考えるようになった。 

 事業者におけるパフォーマンスベーストの考え方 

原子力規制検査の導入により、事業者側にもパフォーマンスに直

接影響が無ければ全て良しという風潮が生じているのではない
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か、という懸念がある。また、事業者が自ら問題を特定し、是正

処置活動(CAP)により改善を行っている状況に対して、その問題を

検査指摘事項として取り扱うことにより、自主的改善を阻害する

可能性があるのではないか、という懸念がある。 

 「事業者の一義的責任の定着：安全確保の一義的責任は事業者

が担い、規制当局はその結果を確認する。その方法について

は、過度に規制当局が関与しない方針とする。」という要素に

関連 

 

3. 今後の対応方針 

米国 NRC の ROP を参考に、我が国においても原子力規制検査制度を導入

し、５年の運用経験を積んできた結果、職員間において、リスクインフォ

ームド検査及びパフォーマンスベースト検査という鍵となる要素について

理解が促進し、これに対する評価も概ね肯定的であった。一方で、リスク

インフォームド検査及びパフォーマンスベースト検査という鍵となる要素

を現場に適用するにあたって、規制庁全体の統一的な見解の形成不足や制

度上の整理が不十分と思われる意見がみられ、このような点が現場の検査

活動を含め、規制検査活動のボトルネックになっている可能性がある。 

今後、本日の議論も踏まえ「制度の鍵となる要素に関する課題」を整理

したうえで、対応する「課題に対するアクションプラン(案)」を検討する

こととしたい。 

 

以上 
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 別
表
１
 
制
度
の
鍵
と
な
る
７
つ
の
要

素
 

 番
号
 
鍵

と
な
る
要
素
 

制
度
導
入
時
に
目
指
し
た
姿
 

検
査
官
の
問
題
意
識
・
意
見
 

議
題
採
否
 

１
 

事
業

者
の

一
義

的
責

任
の
定
着
 

安
全

確
保

の
一

義
的

責
任

は
事

業
者

が
担

い
、
規
制
当
局
は
そ
の
結
果
を
確
認
す
る
。
そ

の
方

法
に

つ
い

て
は

、
過

度
に

規
制

当
局

が

関
与
し
な
い
方
針
と
す
る
。
 

 
事

業
者

の
一

義
的

責
任

の
定

着
に

関
し

て
、
検
査
官
の
気
づ
き
は
な
か
っ
た
。

 
×
 

検
査
官
側
に
大

き
な
問
題
意
識

な
し
 

２
 

フ
リ

ー
ア

ク
セ

ス
に

よ
る
検
査
 

本
来

の
現

場
把

握
を

目
的

に
デ

ー
タ

や
記

録
、
関
係
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
含
め
、
検

査
官

が
自

由
に

現
場

に
ア

ク
セ

ス
で

き
る

も

の
と
す
る
。
 

 
実
用
発
電
用
原
子
炉
に
つ
い
て
は
、
フ
リ

ー
ア

ク
セ

ス
は

当
初

想
定

し
た

レ
ベ

ル

で
実
現
で
き
て
い
る
一
方
、
多
種
多
様
な

核
燃
料
施
設
等
に
つ
い
て
は
、
一
部
フ
リ

ー
ア
ク
セ
ス
が
難
し
い
施
設
が
あ
る
。

 

×
 

一
部
施
設
の
個

別
的
な
課
題
の

た
め
 

３
 

リ
ス

ク
イ

ン
フ

ォ
ー

ム
ド
検
査
 

リ
ス

ク
情

報
を

活
用

し
て

検
査

を
実

施
す

る
。
具
体
的
に
は
、
設
備

の
安
全
上
の
リ
ス
ク

を
考

慮
し

て
検

査
対

象
を

選
定

し
、

重
点

的

に
確
認
す
る
。
そ
の
結
果
、
問
題
が
判
明
す
れ

ば
、
リ
ス
ク
情
報
を
踏
ま
え
、
検
査
指
摘
事
項

の
重
要
度
評
価
を
行
う
。
 

 
実
際
の
検
査
活
動
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う

に
リ

ス
ク

情
報

を
活

用
し

て
い

く
か

に

つ
い
て
、
具
体
的
な
知
見
・
経
験
を
深
め

る
べ
き
。

 

 
P
R
A

が
存

在
し

な
い

核
燃

料
施

設
等

に

お
い

て
ど

の
よ

う
に

リ
ス

ク
情

報
を

活

用
し
て
い
く
か
検
討
す
る
べ
き
。

 

○
 

４
 

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
ベ

ー
ス
ト
検
査
 

事
業

者
の

安
全

活
動

が
ど

の
よ

う
な

手
続

き

に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、
で
は
な
く
、

本
来

意
図

し
た

安
全

上
の

目
的

に
か

な
っ

て

い
る
か
、
と
い
う
点
に
着
眼
し
、
安
全
活
動
の

結
果

及
び

実
際

に
発

生
し

た
内

容
を

確
認

す

る
検
査
を
行
う
。
 

 
保
安
規
定
や
規
則
の
逐
条
型
の
確
認
や
、

誤
記

チ
ェ

ッ
ク

が
検

査
の

主
眼

と
な

っ

て
い
る
場
合
も
見
受
け
ら
れ
る
。

 

 
検
査
サ
ン
プ
ル
数
が
多
く
、
数
を
こ
な
す

こ
と

が
目

的
化

し
て

し
ま

う
こ

と
が

あ

る
。
 

 
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

ベ
ー

ス
ト

の
検

査
に

○
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つ
い
て
、
具
体
的
な
や
り
方
等
に
つ
い
て

も
知
見
を
深
め
た
い
。

 

 
安

全
上

の
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

の
み

で
な

く
、
法
令
遵
守
（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
）

の
状
況
も
確
認
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

 

５
 

統
一

の
と

れ
た

安
全

重
要
度
評
価
の
実
施
 

判
断

の
ば

ら
つ

き
を

防
ぎ

、
可

能
な

限
り

明

確
な
根
拠
に
基
づ
い
た
監
視
・
評
価
を
行
う
。

事
業

者
が

納
得

感
を

も
っ

て
保

安
活

動
を

行

う
こ

と
が

重
要

で
あ

り
、

規
制

対
応

の
予

見

性
を

確
保

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
事

業
者

の

自
主
的
改
善
を
促
す
も
の
と
す
る
。
 

 
検
査
気
付
き
事
項
の
評
価
を
巡
っ
て
、
検

査
官

と
管

理
層

の
意

見
が

食
い

違
っ

た

こ
と
が
あ
っ
た
。

 

 
組
織
と
し
て
、
統
一
的
な
判
断
基
準
の
更

な
る
明
確
化
（
明
文
化
で
き
な
い
領
域
に

関
す

る
相

場
感

の
醸

成
も

含
む

）
が

必

要
。
 

○
 

６
 

事
業

者
と

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
 

制
度

運
用

の
透

明
性

、
予

見
性

を
確

保
す

る

た
め

、
事

業
者

と
の

意
見

交
換

等
の

場
を

設

定
す
る
。
検
査
官
は
検
査
の
独
立
性
・
中
立
性

に
留

意
し

な
が

ら
も

、
事

業
者

と
良

好
な

コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
。
 

 
様
々
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
事
業
者
と
定

期
的

に
検

査
制

度
に

係
る

意
見

交
換

の

場
を

設
定

し
、

運
用

改
善

に
努

め
て

い

る
。
 

 
検

査
の

現
場

に
お

け
る

事
業

者
と

の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は

概
ね
良
好
。
 

×
 

検
査
官
側
に
大

き
な
問
題
意
識

な
し
 

７
 

検
査

官
の

能
力

維
持

及
び
向
上
 

新
検

査
制

度
で

目
指

す
リ

ス
ク

イ
ン

フ
ォ

ー

ム
ド

、
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

ベ
ー

ス
ト

検
査

を

行
う

た
め

に
は

、
原

子
力

施
設

に
関

す
る

高

度
な
知
識
・
力
量
を
求
め
ら
れ
る
た
め
、
検
査

官
の
能
力
向
上
を
図
る
。
 

 
検

査
官

の
能

力
維

持
及

び
向

上
の

た
め

に
は

ど
の

よ
う

な
研

修
プ

ロ
グ

ラ
ム

が

必
要
か
更
な
る
検
討
が
必
要
。

 

 
日
程
の
調
整
等
、
検
査
官
が
研
修
を
受
講

し
や

す
く

な
る

よ
う

な
運

用
の

改
善

を

希
望
。

 

×
 

研
修
の
運
用
レ

ベ
ル
の
問
題
意

識
の
た
め
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別表２ 検査実施単位 

 

部門 議論のグループ 代表者(例) 

原子力規制事務所 規制事務所職員 所長 

検査監督総括課 制度班 課長補佐 

 検査評価室 室長 

実用炉監視部門 ＰＷＲ・ＢＷＲ班 班長 

核燃料施設等監視部門 確認使用班 班長 

 原燃等班 班長 

 JAEA 等班 班長 

専門検査部門 品質管理班 班長 

 検査技術 ISI・調整班 班長 

 使用前確認班（実用炉） 班長 

 使用前確認班（サイクル） 班長 

 緊急時・火災・放射線管理班 班長 

 １Ｆ班 班長 
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